単一治験審査委員会の審査体制整備等における相互協力に関する協定書


　AA病院、BB病院、及びCC病院（以下「参画機関」という。）は、単一治験審査委員会（以下「Single IRB」という。）の審査体制整備等における相互協力について、以下のとおり協定を締結する。

（目的）
第1条　本協定は、Single IRBの審査体制整備に関して、参画機関が相互に協力し、円滑なSingle IRBの実施に寄与することを目的とする。

（協力事項）
第2条　参画機関は、次の各号に掲げる事項について、相互に連携・協力する。
（１）Single IRB実施のための体制整備に関すること。
（2）その他参画機関が必要と認める事項。

（秘密等の保持）
第3条　参画機関は、本協定に基づく活動において知り得た秘密事項について、本協定の有効期間中及び有効期間満了後を問わず、第三者に対して開示又は漏洩してはならない。また、本協定の目的以外には使用してはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。
２　前項に関し、必要な事項は別途契約等を締結するものとする。

（有効期間）
第4条　本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了の前月末日までに参画機関からの解約の申出がない場合には、本契約は従前と同一の条件で、さらに１年間更新されるものとし、以後も同様とする。

（協定の解約）
第5条 参画機関は、相手方に対して１か月前までに書面による通知をなすことにより、相手方に何らの責任を負うことなく本協定を解約することができるものとする。

（その他）
第6条　本協定に定めのない事項、または本協定書の解釈について疑義が生じた場合、参画機関が協議してこれを定めるものとする。

　本協定の締結を証するため、本書を9通作成し、それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
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